
南国市中小企業振興事業費補助金交付要綱

平成２４年８月 ３日 告示第 ７９号

平成２７年５月２９日 告示第 ６３号

平成２７年９月 ７日 告示第１０３号

平成２８年９月２７日 告示第１１６号

平成２９年６月１９日 告示第 ８０号

平成３０年３月２８日 告示第 ４０号

令和 ２年４月 ７日 告示第 ４９号

令和 ３年４月２７日 告示第 ７３号

令和 ４年３月２９日 告示第 ４１号

令和 ６年３月２６日 告示第 ２９号

令和 ６年６月１９日 告示第１１３号

令和 ７年４月 １日 告示第 ４１号

令和 ７年５月２７日 告示第 ８５号

令和 ８年３月２５日 告示第 ２９号

（趣旨）

第１条 この要綱は、南国市補助金の交付に関する条例（昭和５３年南国市条例第

２０号）第１７条の規定に基づき、南国市中小企業振興基本条例（平成２４年南

国市条例第２１号。以下「条例」という。）第９条第２項に規定する中小企業者

等に対する支援として交付する南国市中小企業振興事業費補助金（以下「補助金

」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者は、中小企業者等のうち次に掲げる条件を満

たす者とする。

(1) 南国市税の滞納がないこと。

(2) 許認可等が必要な事業を営む場合は、該当する許認可等を取得していること。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２
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２号）第２条第１項に規定する風俗営業（同項第２号及び第８号を除く。）又

は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものでない

こと。

（補助対象事業等）

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、中

小企業者等が行う次に掲げる事業とし、予算の範囲内において補助金を交付する

ものとする。

(1) 中心市街地活性化事業

(2) ごめんエリア重点出店支援事業

(3) 新製品等研究開発事業

(4) 地域特産品等開発事業

(5) 販路拡大支援事業

(6) 専門家派遣事業

(7) 南国市中心市街地振興計画実現支援事業

２ 補助対象事業の内容、補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」

という。）及び補助金の額は、別表のとおりとする。

３ 補助対象事業の期間は、原則として単年度とする。

（補助金の交付申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする中小企業者等は、南国市中小企業振興事業

費補助金交付申請書（様式第１号）に必要書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。

２ 中小企業者等は、前項に規定する補助金の交付の申請をする場合は、当該補助

金に係る消費税仕入控除税額等（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

相当額のうち消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る

消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗

じて得た金額をいう。以下同じ。）があるときは、これを減額して申請しなけれ

ばならない。ただし、申請の時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでな

いときは、この限りでない。

（補助金の交付決定等）

第６条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定
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し、その結果を南国市中小企業振興事業費補助金交付決定（却下）通知書（様式

第２号）により当該中小企業者等に通知するものとする。ただし、次の各号に掲

げる補助対象事業に係る決定は、当該各号に定める附属機関の意見を聴取したう

えで行うものとする。

(1) 新製品等研究開発事業 新製品等研究開発事業審査委員会

(2) 地域特産品等開発事業 特産品等開発支援事業審査委員会

(3) 中心市街地活性化事業及びごめんエリア重点出店支援事業 中小企業振興事

業審査会

（補助事業の変更）

第７条 中小企業者等は、補助金の交付の決定を受けた補助対象事業（以下「補助

事業」という。）について、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ南

国市中小企業振興事業費補助金変更承認申請書（様式第３号）を市長に提出し、

承認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、やむを得ない

と認めたときは、南国市中小企業振興事業費補助金変更承認及び交付決定内容変

更通知書（様式第４号）により当該中小企業者等に通知するものとする。

３ 第６条ただし書の規定は、前項の規定による変更の承認について準用する。こ

の場合において、第６条ただし書中「決定」とあるのは「事業計画の内容の変更

又は補助金の額の増額の変更の承認」と読み替えるものとする。

（補助事業の中止・廃止）

第８条 中小企業者等は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速や

かに南国市中小企業振興事業費補助金中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を

市長に提出し、承認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の申請書が提出された場合は、その内容を確認し、承認する内容

を南国市中小企業振興事業費補助金中止（廃止）通知書（様式第６号）により当

該中小企業者等に通知するものとする。

第９条 削除

（補助金の概算払）

第１０条 中小企業者等は、市長が補助事業の目的を達成するために必要があると

認めたときは、南国市中小企業振興事業費補助金概算払請求書（様式第７号）に

より概算払の請求をすることができる。ただし、中心市街地活性化事業及び新製
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品等研究開発事業に係る補助金の概算払については、補助金の交付決定額の２分

の１以内の額１回に限る。

（実績報告）

第１１条 中小企業者等は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了日から起

算して３０日を経過した日又は補助事業の実施年度の３月３１日のいずれか早い

日までに南国市中小企業振興事業費補助金実績報告書（様式第８号）に必要書類

を添えて市長に提出しなければならない。

２ 中小企業者等は、第５条第２項ただし書の規定により申請をした場合は、前項

の実績報告書の提出に当たり当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかに

なったときは、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

３ 中小企業者等は、第５条第２項ただし書の規定により申請をした場合は、第１

項の実績報告書を提出した後において消費税及び地方消費税の申告により当該補

助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額（前項の規定によ

り減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を

速やかに市長に報告するとともに、当該金額を市長に返還しなければならない。

（補助金額の確定）

第１２条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、

必要に応じて現地調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、南国市中小企

業振興事業費補助金確定通知書（様式第９号）により当該中小企業者等に通知す

るものとする。

（補助金の請求）

第１３条 前条に規定する補助金の確定の通知を受けた中小企業者等は、南国市中

小企業振興事業費補助金交付請求書（様式第１０号）により補助金の請求をする

ものとする。

（報告及び調査）

第１４条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業を行う中小企業者等に対

し、必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

（遵守事項）

第１５条 中小企業者等は、この補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる

事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の実施に当たっては、事業に係る契約等において暴力団を利するこ
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ととならないよう、南国市の暴力団の排除に係る取扱いに準じて行うこと。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完

了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金の交付

の目的に従ってその効率的な運用を図ること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に規定する耐用年数に相当

する期間内において、市長の承認を受けずに補助金の交付の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(4) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入があっ

たときは、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等（当該収入及び支出に

ついての証拠書類を含む。）を補助事業の終了の翌年度から起算して５年間整

理保管しておくこと。

(6) 南国市補助金の交付に関する条例及びこの要綱の規定に従うこと。

（補助金の返還等）

第１６条 市長は、中小企業者等が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるとき

は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 第１２条の規定により確定した補助金の額が既に交付した補助金の額に満た

ないとき。

(6) 補助事業の施行が著しく不適当であるとき。

（委任）

第１７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。

附 則

１ この要綱は、公布の日から施行する。
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２ この要綱は、令和９年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に

基づき交付された補助金について第１４条から第１６条までの規定は、同日以降

もなおその効力を有する。

附 則（平成２７年告示第６３号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（平成２７年告示第１０３号）

１ この要綱は、公布の日から施行する。

２ この要綱の施行の際、現に補助金の交付の決定を受けている事業については、

なお従前の例による。

附 則（平成２８年告示第１１６号）

１ この要綱は、公布の日から施行する。

２ この要綱の施行の際、現に補助金の交付の決定を受けている事業については、

なお従前の例による。

附 則（平成２９年告示第８０号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（平成３０年告示第４０号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和２年告示第４９号）

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の南国市中小企業振興事業費補助金交

付要綱の規定は、令和２年４月１日から適用する。

附 則（令和３年告示第７３号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和４年告示第４１号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和６年告示第２９号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和６年告示第１１３号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和７年告示第４１号）

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和７年告示第８５号）
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この要綱は、公布の日から施行する。

附 則（令和８年告示第２９号）

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


